
２０１４年度に見直した「産業保安に関する行動計画」の補足資料 
２０１５年３月１２日 

石油化学工業協会 
昨年１０月に開催された高圧ガス小委員会で、２０１３年度の実績に基づき２０１４年度に見直した行動計画についてご報告した。その際に指摘された

事項について本資料にて補足説明させていただく。 
１. 産業保安に関する目標設定及び実績の確認について 

行動計画では、会員企業が実施する取組みにおいて、産業保安に関する数値を含む目標を定めることになっている。また、本目標に対する実績

については、会員各社自身で確認し、次年度の目標に反映するとともに、当協会の保安・衛生委員会で実績を確認し、必要に応じて次年度の行動

計画を見直しすることにしている。 
会員各社から報告のあった目標及び実績について、まとめたものを以下に示す。 

○産業保安に関する目標設定及び実績（調査対象：会員全２９社） 
２０１３年度目標 ２０１３年度実績 ２０１４年度目標 
重大事故(*)ゼロ 

(保安事故＋労働災害) 
重大事故０件

(保安事故＋労働災害) 
重大事故ゼロ 

(保安事故＋労働災害) 
(*) 重大事故とは以下をいう（事故：高圧ガス、危険物施設などの石災法上の異常現象における事故） 

保安事故：死亡者を伴わない火災・爆発・破裂等の事故において、米国化学プロセス安全センターの提案に基づくＣＣＰＳ評価法４項目の合
計が１８（最大１０８）ポイント以上のもの。又は、合計ポイント数に係らず、死亡１名以上の事故。 
（例）設備破損による可燃性ガスが漏洩する事故で、事業所外で爆発する可能性（漏洩の潜在的影響）がなく、予備的に周辺住

民に避難要請し（環境への影響）、且つ、設備の直接被害額が１億円、且つ、負傷者１名の事故 
労働災害：死亡１名以上の行動災害等 

２. 技術的予見不足について 
行動計画における重大事故の原因分析では、３件の重大事故のうち、２０１１年１１月に発生した塩ビモノマー爆発火災事故、２０１２年９月

に発生したアクリル酸タンクの爆発火災については、「技術的予見不足」が原因であるとの結論となった。 
今回の事故は現場における技術的予見の不足が直接の原因であるが、実際の「技術的予見不足」の状況について、当該企業に改めて確認を行っ

たところ、以下のように、プロセス設計などを行う技術関係者は、副反応などの認識があったが、当時の現場運転員にはないという状況であった。

一方、現場管理職は十分な知識を持っておらず、正しく認識ができていなかった、若しくは緊急停止への対応に追われ、副反応への配慮ができて

いなかった状況であった。 
 
 
 
 
 
プラント操業開始当時は、副反応等の技術的知識が暗黙知として現場運転員にも共有されていた。しかし、長期間の安定運転により、経験を活

かす機会が少なくなったこと、また、操業開始当時の経験者が定年退職等で去ったことから、これらの知識が失われつつある状況である。 
このため、各社では、プラントの運転マニュアルに、これらの技術的知識（Know-Why)を盛り込むなど、充実を図るとともに、定期的に繰り

返し、繰り返し教育を行っている。 
以上 

階  層 副反応に関する知識 
技術関係者 認識していた 
現場管理職 充分な知識を持っておらず、正しく認識ができていなかった 

緊急停止への対応に追われ、異常反応への配慮できていなかった 
現場運転員 持っていなかった 
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２０１４年度に見直した「産業保安に関する行動計画」の参考資料 
２０１５年３月１２日 

石油化学工業協会 
石油化学工業協会では、最近の３件の重大事故の状況、原因から得られた問題点を下記の４つの課題として整理し、課題に対する活動内容を行動計画「第２

章 産業保安の取り組み」に示した。本資料では、課題と取組みの関連を図示した。(下線部は２０１４年度に追加した項目) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 課題 

 1)保安に関する経営層の強

い関与 

2)リスクアセスメント(RA): 
実効性あるＲＡとそのた

め の プ ロ セ ス 理 解 の 強
化、感性及び危険認識能
力の向上 

3)社内外における事故情報

活用強化 

4)技術的背景（Ｋｎｏｗ－Ｗｈｙ）

教育の促進 

共通基盤 

 

 
(1)企業経営者の産業保安に対するコミットメント 

・経営トップによる基本理念、基本方針の明確かつ間断のない発信 
・強力なリーダーシップでの実行 

(2)産業保安に関する目標設定 
・目標「重大事故ゼロ」の設定 

(3)産業保安のための施策の実施計画の策定 

① プロセス安全の観点のリスクアセスメント（ＲＡ） 

・緊急停止等の非定常な状態、４Ｍ変更時、類似設備での事故発生時、異常反応の発生などのＲＡ 

・ＲＡにおける網羅性の確保のために、他事業所の専門家の参画など衆知を集めて議論 

② 計画的な人材育成 

・化学プロセス、制御などに関する知識と高い感性を持ったプロセス全体を把握できる人材の育成 

③ 協力会社も含めた安全管理の実施： 

・工事に関するリスク情報等を共有、ＲＡ支援 

④ 運転マニュアルの元となる技術的背景情報の教育 

・化学プロセスの原理原則、技術的背景（Know-Why）に関する教育の強化 

⑤ 事故情報の活用 

・自社における事故、業界他社の事故、国内・海外での重大事故 情報を社内に水平展開し、同種事故の未然防

止の推進 
⑥ 組織運営 

・運転、保安、設計等、各部門間の連携・コミュニケーション強化 
⑦ 設備の老朽化対策 

・計画的な設備点検・診断および修繕・更新の推進 
⑧ 高圧ガス設備の耐震性強化 

・機器、配管の耐震性の確認及び対応の推進 
⑨ 新技術の採用 

・安全性向上のための新技術などの採用の推進 

(4)目標の達成状況や施策の実施状況についての調査及
び評価 

・目標の達成状況を確認し、次年度の計画に反映

(5)自主保安活動の促進に向けた取組み 
・保安向上に努力する従業員や取組みを評価 

・学会、民間のコンサルティング等の活用 

 課題 

 1)保安に関する経営層の強

い関与 

2)リスクアセスメント(RA): 
実効性あるＲＡとそのた

め の プ ロ セ ス 理 解 の 強
化、感性及び危険認識能
力の向上 

3)社内外における事故情報

活用強化 

4)技術的背景（Ｋｎｏｗ－Ｗｈｙ）

教育の促進 

共通基盤 

 

○行動計画の実績確認及び見直し 
年度末の会員全社が参画する保安・衛生委員会にて、実績を確認し、必要に応じ見直しを行う。

○保安・安全への取組みとして、「経営層の保安に対する強い関与」に加え、安全文化を構成する 8 軸の中で会員が単
独で行うより、協会で共同して行う方が大きな効果の得られる「学習伝承」と「動機づけ」を中心に取り組む。 

「学習伝承」では、「経験の共有化」、「保安の取り組み共有化」、「事故情報の共有化」を通じて業界全体で「知
識、感受性」の強化を行い、「動機づけ」では、保安表彰によりモチベーションの向上を図る。 

(1)経営層の保安に対する強い関与 
トップ同士の情報交換、相互啓発 

・畑村洋太郎先生による講演会 
・世界的化学メーカートップの安全への取り組みに関するセミナー（14 年度に安全に対する取組のトップビデオメッ
セージを作成することとした） 

(2)安全文化の醸成 

①学習伝承  
（経験の共有化） 

・若手現場管理者の気づきの機会（ＲＡのための感性向上） 
保安管理、事故解析・対策等にたずさわった先輩の経験、知見の共有化(事故事例巡回セミナー)。 
コンビナート地区で年 2 回開催、各回管理職クラス約 100 名参加。 

（保安の取り組み共有化） 

・現場レベルの保安情報交換 
保安向上への取り組み（設備管理、人材育成、非定常時ＲＡ、化学プロセスの原理原則、技術伝承、現場マネ

ジメントなど）に関する現場課長クラスによる情報交換（保安研究会）。年１８回開催し、延べ約 350 名が参加。 
・ＲＡのための危険認識能力向上 

保安研究会を利用して最近の重大事故事例を用いた現場課長クラスによる討論型演習。 

・優良事例等の情報交換（ＲＡのための感性向上） 
事業所、企業としての保安向上への取り組みの優良事例に関する情報交換（保安推進会議）。毎年 10 月前後

に実施。約 200 名参加。 
・安全に関する専門家の育成 

産業安全の体系、各社の取り組み事例等に関する講座「産業安全論」を、石化協が中心となって開講。10 月

～2 月にかけて 15 回開催。 
（事故情報の共有化） 

・会員事業所に関する石化事故情報の共有 
WG にて互いの参考とする観点で情報を精査し、Ｍａｉｌまたは定例会議で共有化。重大事故については個別に

説明会を開催(塩ビモノマー、レゾルシン、アクリル酸事故等)。 
・石油精製事業所における事故情報の共有 

同種の設備・単位操作であり、取扱い物質も類似である石油精製の事故情報も石連を通じて相互に共有化。 
・事故情報の活用 

事故の定量評価および事故原因／取扱状態の解析による弱点の分析、提示。 

②動機付け 
保安・安全活動への動機付けの機会として、保安功労者約２０名に対し、協会による保安表彰を行う。 

石油化学工業協会としての取組み 

○会員企業が実施する取組み

○業界団体が実施する取組み




